
 

『消費税の軽減税率制度、９割前後が「理解」 「準備始めている」事業者は37％で低迷』 
 

 2019年10月1日から導入される消費税の軽減税率制度の円滑な実施に向けて、全国各地で国が主催し

た説明会においてアンケートを行ったところ、個人事業者・法人問わず、説明会に参加した人の約９割が「軽

減税率制度」について「概ね理解できた」と回答したことが分かった。 

国は2018年9月末の時点において、一般向けの説明会を全国各地で約7万7千回開催し、約19.8万者の事

業者が参加してきた。説明会でアンケートを行った結果、アンケートの回収数は約15.2万件、このうち「軽減税

率制度が理解できた」との回答は、法人で91.5％、個人事業者で86.8％にのぼった。 

 その一方、事業者の準備状況に係る「検証」作業については、８～10月に主に飲食料品を取り扱う事業者

についてヒアリング・アンケートを実施しているが、有効回答数3,020件のうち、「準備を始めている」との回答し

た事業者は約37％にとどまり、約52％の事業者が「具体的な準備を検討している」、約

11％の事業者が「準備の予定が未定等」と答えた。 

 「具体的な準備を検討している」と回答した事業者の中でも、「関係部署（経理、システム

など）で個々に検討を行っている」「社内にＰＴを立ち上げ、全社的な検討を進めている」

「会計事務等について税理士等に準備を依頼している」など、取り組み状況にはばらつき

が見られる。業種別の回答状況をみると、「準備を始めている」との割合が最も高かったの

は「小売」の45.8％、最も低かったのは「卸・仲卸」で25.9％となっている。 
 

『大手が軒並み最高益を更新した人材派遣業界 

                    「同一労働同一賃金」が企業に及ぼす影響とは？』 
  

 労働契約法と派遣法が改正され、「派遣期間 3年ルール」が適用された影響が懸念された人材派

遣業界。蓋を開けてみれば業界最大手のリクルートHD、2番手のパーソルHDがともに最高益を更新

するなど、大手のほとんどが増益となった。 

 好調の理由は 1.48倍と 43年ぶりの高水準である有効求人倍率だ。全体におよぶ人手不足に

より、派遣会社の需要が伸びている。日本経済新聞によれば、これまで上がりにくかった製

造・販売分野の派遣料金も上昇。今秋の料金交渉では各社平均で前年比 3%前後上がり1,600～

2,000円/月に。東海や九州では上げ幅が 5％に達した会社もあり、人手不足の深刻化が浮き彫

りとなった。 

 まさに派遣会社の“ひとり勝ち”だが、そのカギを握るのは、今年 6月に成立した働き方改

革関連法によって2020年4月以降に導入されることが決まった「同一労働同一賃金」だろう。

派遣社員の場合、「派遣先の労働者と均等」「派遣元での待遇決定」のいずれ

かを選択する方式になる。派遣社員を受け入れる企業側は、派遣元企業との料

金交渉を行っているため、後者が選択されるケースが多いことが予想される。  

 人手不足が進んでいることで、人材派遣業界内での人材確保競争が過熱。小規模事業者

の倒産が増えているため、大手がさらに業績を伸ばすことは間違いない。派遣社員を受け

入れる企業側は人件費の高騰に悩まざるを得なくなる。中小事業者は早めに対策を講じる

必要がありそうだ 。 
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